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第 12回 緑区中山町住居表示検討委員会 要旨 

 

日 時 平成 29年 10月 17日（火）午後３時～午後３時 55分 

開 催 場 所 中山町自治会館 

出 席 委 員 

検討委員：相原会長、齋藤副会長、古内委員、野末委員、 

田島委員、砂金委員、杉本委員、斎藤委員、本多委員、

岩間委員、奥津委員、石井（初）委員、中藤委員、 

黒野委員、臼井委員、丸山委員、永岡委員、小川委員、

髙木委員、阿部委員、宮﨑委員、久保寺委員 

事務局：市民局 関係長、緑区 大塚課長 他 

欠 席 委 員 石井（雅）委員 

開 催 形 態 公開（傍聴人０人） 

議    事 
・町界変更に関する地元説明会の案内チラシについて 

・町界変更に関するアンケートチラシについて 

決 定 事 項 ・町界変更に関する地元説明会の案内チラシ案の決定 

 

議    事 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長】 

 

【委員】 

 

 

 

【事務局】 

１ 町界変更に関する地元説明会の案内チラシについて 

（資料１に沿って説明） 

 説明会は次のとおり、２回開催します。 

 ・12月 13日（水）18時～ 緑公会堂（講堂） 定員：508名 

 ・12月 16日（土）14時～ みどりーむ（大会議室） 定員：40名 

 なお、前回の検討委員会では、12月 16日の説明会は 10時からの開

催としましたが、みどりーむのイベントが午前中に開催されるため、

会場として使用できません。そのため、午後からの開催となります。 

 本チラシは、11月初旬から横浜市職員が各戸訪問しながら配付する

ことを予定しておりますので、できれば、本日案の決定をしたいと考

えています。 

 もし、本日以降に修正個所のご指摘をいただく場合は、10 月 23 日

（月）までに事務局にご連絡をお願いします。 

  

 資料１についてご意見などいただければと思います。 

  

資料１の中央部分に「会場へのお車や自転車での来場は、ご遠慮く

ださい」と記載してありますが、車はともかく自転車での来場は行え

るようにすべきだと思います。 

 

 自転車については、20台程度は、置けると思いますので、この記載
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【委員】 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 

【委員】 

 

 

【事務局】 

 

 

【副会長】 

 

 

 

【事務局】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

【委員】 

 

【事務局】 

 

 

【委員】 

 

 

については、削除させていただきます。 

なお、車についてですが、来場することはできますが、使用料の減

免はできませんので、車に関する記載は、そのまま残そうと思います。 

 

分かりました。 

もう一つ指摘させていただきます。 

資料１の下部の「説明会参加対象者」の一つ目の項目に「町境変更

によって影響を受ける寺山町の方々」と記載してありますが、「影響を

受ける」という表現はかたい（きつい）と思います。そのため、「町境

の変更によって町名が変わる可能性がある寺山町の方々」といった表

現にしたほうが良いと思います。 

 

 分かりました。 

 

 資料１のタイトルから三行目の「皆様がお住まいに地域」と記載さ

れていますが、これは、「皆様がお住いの地域」だと思います。 

 

 ありがとうございます。 

修正します。 

 

 資料１についてですが、タイトル下の「境界」や「町境」等の文言

は、次の行に送らず、一行の中で表示した方が分かりやすいと思いま

す。 

 

 分かりました。 

他の部分でも同様のことがあれば修正します。 

 

 一つ伺いたいのですが、資料１タイトル下、四行目から五行目にか

けて「町境を西のバス通りへ変更することを検討しています」と記載

しております。この「西のバス通り」という表現は、お住いの方たち

は分かりますでしょうか。 

 

分かりにくい可能性がありますね。 

 

 では、「中山駅南口ロータリーから中山駅南口入口交差点を結ぶ道路

へ」という表現に変えるのはどうでしょうか。 

 

 そちらの方が良いと思います。 
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【事務局】 

 

 

【委員】 

 

 

【事務局】 

 

【会長】 

 

【事務局】 

 

 

【会長】 

 

【事務局】 

 

 

 

【一同】 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分かりました。 

修正させていただきます。 

 

 参加対象者がこのチラシが届いている方となっていますが、私たち

も参加しても良いのでしょうか。 

 

 問題ありません。 

 

 受付はどのように行いますか。 

 

 受付を行う予定はありません。基本的にどなたが参加していただい

ても問題はないと考えています。 

 

 分かりました。 

 

 指摘いただいた内容については、修正を行いますが、そのほかの修正

の修正が発生した場合は、会長に相談したうえで一任ということでよろしい

でしょうか。 

 

（賛同の意） 

 

２ 町界変更に関するアンケートチラシについて 

（資料２に沿って説明） 

 説明会の案内チラシには主に次のとおり記載して配付します。  

 ・横浜市の町境変更案 

・なぜ変更するのか 

・変更しない場合 

・意見聴取について 

・よくある質問 

・意見書の提出方法 

意見書の様式例も併せて配付します。意見書は、この様式に記載し

てある要件が整っていれば、どのような体裁でも構いません。 

なお、意見書の提出方法等については次のとおりにしたいと考えて

います。 

・締切：平成 30年２月 16日（金） 

・提出方法 

 １ 郵送（郵送費は実費負担） 

 ２ ＦＡＸ 

 ３ Ｅメール 

 ４ 直接持ち込み 
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【会長】 

 

 

 

【委員】 

 

 

 

 

 

 【事務局】 

 

【会長】 

 

【一同】 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

この案内チラシの内容については、本日の検討委員会で決定する必

要はありませんので、次回の検討委員会で決定したと思います。 

 

説明していただいた内容についてですが、資料１と同様な修正につ

いては、先ほどご指摘いただいた内容に修正を行います。その他で気

付いたことがあればご指摘をお願いします。 

 

資料２の見開き右側のページの一行目から三行目にかけて、「寺山

町にも関わらず」、「中山町であるにも関わらず」と記載してあります

が、これは、かたい（きつい）表現だと思います。「寺山町であっても」

「中山町であっても」や「寺山町内でも」「中山町内でも」等の表現に

変えた方が良いと思います。 

 

分かりました。 

 

その他何かありますでしょうか。 

 

特にありません 

 

 

 (議題外) 次回以降の検討委員会について 

＜第 13回検討委員会＞ 

 ・日時：平成 29年 11月 14日(火) 午後３時から 

 ・場所：中山町自治会館 

資 料 

資料１ 町境変更案に関する地元説明及び意見交換会について 

資料２ 町境変更案に関する意見募集について 

緑区中山町・寺山町の町境に関する意見書 

※ホームページには、この議事録で指摘をしていただいた個所について

は、すでに修正済みの資料を掲載しています。 

 


